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◼ 渡辺葉子（わたなべ ようこ）
特定社会保険労務士

社会保険労務士法人 ＹＷＯＯ代表 （東京都渋谷区初台1-51-1 初台センタービル）

【経歴】 派遣会社での１５年余の実務経験、実務者セミナー・年金セミナー等講師、数多くの執筆活動を活かし、
2006 企業の人事労務コンサルティングを中心に活動するYWOO (株）を設立
〃 個別労働紛争解決手続き代理業務資格を取得し、急増する個別労働問題の解決策をお客様に

ご提案
200７ バックオフィスアウトソース（人事・労務・総務・庶務・経理補助業務）受託業務を開始

企業のバックオフィスを全面的にサポート
2016 社会保険労務士法人ＹＷＯＯを設立

【現在】 企業の人事労務コンサルティングをはじめ、社員研修及びセミナー企画及び講師・公的機関及び企業研
修（人材育成）講師・執筆・ バックオフィスアウトソース受託業務を行っている

＊ 「令和2年改正 高年齢者雇用の法解説と人事制度の考え方」（第一法規）/ 「実務担当者のための定年前後
の年金・税金・社会保険」、「派遣先のための よくわかる労働者派遣Ｑ＆Ａ」（株式会社 労務行政）/ ｢伸び
る会社の人事労務Ｑ＆Ａ」（税務研究会出版局）/「できる社会保険！」（経営書院）/「年末調整ガイド2010」、
「年末調整ガイド2001」、「年末調整ガイド2012」（労働開発研究会） 等多数

＊ 「人事の地図」「人事実務」「医療実務」（産労総研）、「Ｖisionと戦略」（介護医療保険協会）、「介護ビジョン」（日
本医療企画）「労務事情」、「労務事情別冊」、「看護のチカラ」、「病院羅針盤」（産労総合研究所)/「税務通
信」（税務研究会）、「企業実務オンライン」、 「最新 全国調査 中小企業の「支給相場＆制度」/ 完全データ
2015』「これからの高齢社員雇用と賃金・評価制度の考え方」 （日本実業出版社）/「ビジネスガイド」「ＳＲ」（日
本法令）「労政時報」{高齢者雇用の実務」（労務行政）、会社法務A２Z（第一法規）他 特集・執筆多数

＊ 企業コンサルを中心に、併行して、年金・社会保険・給与計算・人材活用・マイナンバー等の企業向けセミナ‐
に加え、セカンドライフセミナー・キャリアチェンジ＆マインドチェンジ等、企業研修やセミナーを全国展開中

【資格】 ・ 社会保険労務士 / 特定社会保険労務士 / 日本年金学会正会員 ・ 年金アドバイザー ・ DC アドバ
イザー ＤＣＰ ・ 上級生命保険設計士 （生命保険外務員上級専門課程試験）・ 損害保険特級 （一般）
代理店資格 ・ ＦＰ・マイナンバー実務検定試験1級認定 ・マイナンバー管理士 ・上級個人情報保護士

★ 渡辺葉子の自己紹介

社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office 2025/６/131



2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

「基礎年金底上げ策」を付則に盛り込んだ年金制度関連法案が参院厚生労
働委員会で可決（2025年6月12日）。2025年6月13日の参院本会議で可決・
成立する見通しです。

具体的には、
・（パート労働者など）短時間労働者の社会保険加入の拡大

・・・106万円の壁の撤廃（賃金要件の撤廃）
・・・企業規模要件の段階的見直し

・高所得者の厚生年金保険料の上限引き上げ
・在職老齢年金の見直し
・遺族年金の男女差の是正
・子の加算などの見直し

など多くの内容が含まれています。

法が成立すると何がどう変わるのか、時間の許す限り解説します。

渡辺葉子

★ はじめに
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出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）★年金改革関連法案（2025.6.12）

◆2025年5月30日に衆院可決⇒6月12日参院厚生労働委員会可決⇒6月13日参院本会議にて可決・成立の見込み
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

★基礎年金の底上げ

➢ 年金改正法案の付則に、基礎年金の底上げ策を盛り込むことで3党合意（自民・公明・立
憲）→2029年公表予定の財政検証を踏まえた上で、必要となった場合には、厚生年金の
積立金から基礎年金に充てる割合を増やし年金額を底上げする。厚生年金の給付額が
減る場合に緩和措置を講ずる方針も規定する→2025年5月30日衆院可決⇒2025年6月12
日 参院厚生労働委員会可決⇒2025年6月13日 参院本会議で可決・成立される見通し

★底上げ策を実施した場合
男性は1963年度生まれ（2025年時点で62歳）、女性は1959年度生まれ（2025年度時点
で66歳）以降は受給額が増加（実質ゼロ成長で短時間労働者の厚生年金拡大を実施し
た場合を前提）
⇒一方で、（2025年度時点）で男性は63歳以上、女性は67歳以上は、底上げ策の実施
で受給額が減る世代とされ、必要な法制上の措置を取る（具体策や財源、どう確保する
かは未定）

※そもそも基礎年金の3割低下は、低成長が今後数十年続く前提の試算。その前提自
体にも疑義が生じている

◼ 基礎年金の底上げ
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★基礎年金の3割底上げ

◼ 基礎年金を3割底上げとは

➢ 今のままでは、基礎年金の給付水準が大きくダウンする。長期的に経済状況が横ばい
のケースでは、マクロ経済スライドが続き（賃金・物価の上昇よりも支給の伸びを抑える
仕組み）、2057年度にかけて現在より実質３割目減りする（厚生労働省）

➢ 財政検証によれば、厚生年金は比較的財政が安定していて、マクロ経済スライドは
2026年度に終了
→厚生年金の抑制期間を延長し、浮いた財源を基礎年金に回す。具体的には基礎年
金の抑制期間を2036年度で終了させる
→その結果、実質目減りは１割にとどまり、現行制度の見通しからは３割底上げとなる
⇒厚生年金加入の人が受け取る基礎年金も底上げされる（加えて、厚生年金加入者
には、いわゆる報酬比例部分が上乗せされる）。基礎年金の底上げにより、厚生年金
受給者の多くは受給額全体が増える

※将来的に兆円単位の国庫負担も必要となる→国庫財源は？？？
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出所 令和6（2024）年財政検証結果の概要 第16回社会保障審議会年金部会資料 １ 一部加筆★財政検証 2024
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★マクロ経済スライドとは、
平成16年の年金制度改正で導入さ
れたもので、賃金や物価の改定率を
調整して緩やかに年金の給付水準
を調整する仕組み。
具体的には、賃金や物価による改定
率から、現役の被保険者の減少と平
均余命の伸びに応じて算出した「スラ
イド調整率」を差し引くことによって、
年金の給付水準を調整する。

なお、このマクロ経済スライドの仕組
みは、賃金や物価がある程度上昇す
る場合にはそのまま適用されるが、賃
金や物価の伸びが小さく、適用する
と年金額が下がってしまう場合には、
調整は年金額の伸びがゼロになるま
でにとどめる⇒∴年金額の改定は行
われない

賃金や物価の伸びがマイナスの場合
は調整を行わず、賃金や物価の下落
分のみ年金額を下げる

★参考 マクロ経済スライドとは
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社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office 2025/６/13

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）★年金改革関連法案（2025.6.12）
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★厚生年金・健康保険（日雇い労働者等を除く一般的な加入の場合）に加入する人
法人の代表者も含みます。＊厚生年金保険70歳未満・健康保険75歳未満

①通常の労働者常用雇用者、１週の所定労働時間および1月の所定労働日
数が常時雇用者の4分の３以上の労働者
⇐常時雇用者の4分の３基準を満たす短時間労働者を「パートタイム労働者」（または
「短時間就労者」）という

②51人以上の企業（特定適用事業所）に雇用される一定の短時間労働者
③労使合意のある、特定適用事業所以外の事業所に雇用される一定の短
時間労働者

⇐②③の労働者を「短時間労働者」という

◼社会保険に加入する人
（厚生年金・健康保険）

社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office 2025/６/13

★参考 厚生年金・健康保険への加入（現行）
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対象 要件
平成28年10月～

（改正前）
令和4年10月～

（現行）
令和6年10月～

（改正）

事業所 事業所の規模 常時500人超 常時100人超 常時50人超

短時間
労働者

労働時間
週の所定労働時間が

20時間以上
変更なし 変更なし

賃金 月額88,000円以上 変更なし 変更なし

勤務期間
継続して1年以上使
用される見込み

継続して2か月を
超えて使用される

見込み

継続して2か月を
超えて使用される

見込み

適用除外 学生ではないこと 変更なし 変更なし

【加入基準の見直し 要件早見表】

★参考 短時間労働者の社会保険（厚生年金・健康保険）加入範囲の拡大（現行）

2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

★企業規模要件の撤廃の方向

★「106万円の壁」廃止の方針
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2025/６/13

◼ 企業規模要件は2035年廃止へ
（保険料負担に配慮、見直し パートら厚生年金加入拡大）

2025年5月30日衆院可決⇒参院へ

➢ 厚生労働省は1月29日、一定の短時間労働者の厚生年金加入の拡大について、現行
の企業規模要件（事業所従業員数「５１人以上」）を2035年10月に廃止する方針を明ら
かにした
※当初は2029年10月としていた⇒保険料を労使折半する中小企業側の負担に配慮して見直し

企業規模要件の段階的緩和：
2027年10月 「51人以上」→「36人以上」へ緩和
2029年10月 「21人以上」へ
2032年10月 「11人以上」へ段階的に緩和
2035年10月 廃止

➢ 従業員5人以上の個人事業所の場合、厚生年金の加入対象は現在17業種→2029年
10月に全業種に拡大
※ただし、自民党から「物価高で経営が厳しく負担は大きい」と異論が出たため、対象を新規に開
業する事業所に限定し（2029年10月から）、既存の事業所は当面は免除する（2025.3.5）

➢ 保険料負担を避けるため働く時間を抑制する「106万円の壁」の年収要件も撤廃
→法成立後、約3年以内に施行を想定

社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

★企業規模の撤廃
106万円の壁の撤廃への動き

★50人以下の企業等を対象に、一定の短時間労働者の社会保険料の一部を会社
が肩代わりできる特例を2026年10月から3年間の時限措置として実施する方向。肩
代わりした保険料を国が会社に還付。 例）年収106万円の場合、保険料負担は本
来労使折半のところ、 労働者25％、会社75％ 負担とする。

この特例を使っても、短時間労働者が将来もらう
年金額には影響しない。（2025.2.18）

★2025年5月30日衆院可決→参院に提出→
6月12日参院厚生労働委員会可決⇒6月13日
参院本会議可決・成立の見通し 可決すれば、
2026年10月を目途に3年間時限措置で施行
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

◼ 社会保険の加入対象の拡大

賃金要件の撤廃/企業規模の要件の撤廃/個人事業所の適用対象の拡大

※学生は対象外

個
人
事
業
所
の

適
用
対
象
の
拡
大

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）★年金改革関連法案（2025.6.12）
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① 賃金要件の撤廃 (公布から3年以内（2026年10月施行予定））

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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②企業規模要件の撤廃 （２０２７年10月から段階的に実施）

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）★年金改革関連法案（2025.6.12）
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③個人事業所の適用対象の拡大（2029年10月）

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）

【参考 短時間労働者の社会保険加入拡大への支援】（2026年10月）

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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標
準
報
酬
月
額

基
本
月
額

総
報
酬
月
額
相
当
額

51万円

超えた場合は超えた額の半分が支給停止
（カット）される

24万円

10万円

60万円÷12か月
＝5万円

（10万円+24万円+5万円）≦51万円
∴ この時点では、年金支給停止はなし

以前12か月の標準賞与額の
12分の1（月額相当額）

例）●基本月額 10万円
●今月の標準報酬月額 24万円
●今月以前12か月間の標準賞与額

の総額 60万円

令和7年度額

2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

★参考 在職老齢年金（現行）
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標
準
報
酬
月
額

基
本
月
額

総
報
酬
月
額
相
当
額

以
前
12
か
月
の
標
準
賞
与
額
の

12
分
の
1
（月
額
相
当
額
）

51万円

この部分の半分が支給停止（カット）される

例）●基本月額 10万円
●今月の標準報酬月額 32万円
●今月以前12か月間の標準賞与額の総額 120万円

120万円÷12か月
＝10万円

32万円

10万円

（32万円+10万円+10万円）＝52万円＞51万円
51万円超部分の2分の１相当額が支給停止
（52万円－51万円）÷2＝5千円
∴この時点での年金支給月額は

10万円－5千円＝9万5千円

2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

令和7年度額

★参考 在職老齢年金（現行）
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標
準
報
酬
月
額

基
本
月
額

総
報
酬
月
額
相
当
額

以
前
12
か
月
の
標
準
賞
与
額
の

12
分
の
1
（月
額
相
当
額
）

62万円

この部分の半分が支給停止
（カット）される

例）●基本月額 10万円
●今月の標準報酬月額 32万円
●今月以前12か月間の標準賞与額の総額 120万円

120万円÷12か月
＝10万円

32万円

10万円

（32万円+10万円+10万円）＝52万円＜62万円
∴ この時点では、年金支給停止はなし

2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

★支給調整基準額を62万円に

★参考 在職老齢年金（改正後）
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◼ 在職老齢年金制度の見直し （2026年4月）

支給停止調整額を62万円に引上げ
★令和７年度
は51万円

◼ 厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金（標準報酬月額）の上限
の引上げ （2027年9月から段階的に)

現在の標準報酬月額の上限額65万円→2027年9月から68万円→2028年9月から71万円

→2029年9月から75万円に段階的に引上げ

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）★年金改革関連法案（2025.6.12）
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◼ 令和7年度
厚生年金保険料額表
（日本年金機構）

★ご参考

健康保険の標準報酬月額
は

5万8千円から139万円まで
の50等級
（令和7年度現在）

※標準賞与額の設定にも相
違あり

★参考 厚生年金保険料額表
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★年金改革関連法案（2025.6.12）
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●誰に支給するのか

死亡の当時、その者に生計を維持されていた次の遺族であって、下表の遺族の順位1
から４のうち、最も順位の高い人 ※子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族年金を受けている
ときは、子に遺族年金は支給されません

遺族の
順位

１ １ １ １ ２ ３ ４

続柄

子のある配偶者
※遺族厚生年金は、
子のある55歳以上
の夫に限る

子 子のない妻
子のない

55歳以上の
夫

55歳以上の
父母

孫
55歳以上の
祖父母

遺族厚生
年金

遺族基礎
年金

遺族厚生
年金

遺族厚生
年金

遺族厚生
年金

遺族厚生
年金

遺族厚生
年金

遺族厚生
年金

遺族基礎
年金

中高齢
寡婦加算
※要件は後掲

◼ 遺族厚生年金では、妻以外の遺族に条件があります
①夫・父母・祖父母・・・死亡の当時、55歳以上であること。受給開始は60歳から。ただし、夫は遺族

基礎年金を受給中の場合に限り、60歳より前でも遺族厚生年金を併せて受給可
②子・孫・・・死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にある子で未婚の子（胎児も出生以降

は対象となる）、または、20歳未満の障害等級1級または2級の状態にある未婚の子

も
ら
え
る
年
金

★参考 遺族厚生年金・遺族基礎年金を もらえる遺族
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【子のない妻への遺族の年金】

1）夫の死亡当時、30歳未満の妻・・・遺族厚生年金が5年間支給される（5年有期）

2）夫の死亡当時、30歳以上40歳未満の妻・・・遺族厚生年金を生涯受け取れる

3）夫の死亡当時、40歳以上65歳未満の妻・・・遺族厚生年金は生涯受け取れる。
さらに、65歳になるまでは中高齢寡婦加算が、65
歳からはその妻（昭和31年4月1日以前生まれに
限る）は生年月日に応じて減額される経過的寡婦
加算が受け取れる

遺族厚生年金

中高齢寡婦加算
623,800円 経過的寡婦加算 622,000円～0円

妻の老齢基礎年金

65歳

遺族厚生年金

遺族厚生年金

令和7年度額

2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

★ 参考 子のない妻への遺族の年金

ご参考 夫が亡くなったとき、妻が65歳未満の場合
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【子のある妻への遺族の年金】

①末子が18歳年度末到達（障害等級1級・2級の子がいる場合には、その子が20歳
に達するまでと、すべての子が18歳年度末に到達するときのうち、遅いとき）までは
遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取れる
②遺族基礎年金が終了した時点で40歳以上65歳未満の妻は、65歳になる前まで中
高齢寡婦加算が、65歳からはその妻（昭和31年4月1日以前生まれに限る）には
生年月日に応じて減額される経過的寡婦加算が加算される

遺族厚生年金

中高齢寡婦加算
623,800円 経過的寡婦加算 622,000～0円

妻の老齢基礎年金

65歳

遺族基礎年金

40歳

末子が18歳年度末到達

妻への遺族年金

令和7年度額

2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

★ 参考 子のある妻への遺族の年金

ご参考 夫が亡くなったとき、妻が65歳未満の場合
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

◼ 遺族年金制度の見直し （2028年4月から段階的に）

①遺族厚生年金の男女差を解消
男性は2028年4月から、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）

②遺族基礎年金の見直し

現行 改正後

◼ 今回の改正の影響を受けない人
①すでに受給権を有している人
②60歳以降の高齢者
③20代から50代の18歳未満の子を有する人

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料
（厚生労働省）

①こどもがいる場合に
加算対象となる年金の
拡大

◼ 子に係る加算等の見直し

※子に係る加算については
国内居住要件を設定
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）

②子に係る加算額の引上げ

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）

◼ 配偶者に係る加算等の見直し

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）

◼ 脱退一時金の見直し

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）

◼ 私的年金の見直し

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

★企業年金の運用の見える化

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

出所；年金制度改正法案を国会に提出しました。法案に関する参考資料（厚生労働省）★年金改革関連法案（2025.6.12）
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2025/６/13社労士法人YWOO/Yoko Watanabe Office

労災保険の遺族補償年金受給の男女差を解消へ検討開始（2025.5）

現法では、夫死亡時、妻は年齢に関係なく、毎年年金受給可能⇒夫は、妻が死亡
時に55歳以上で、かつ、実際には受給できるのは60歳から。1965年創設当初から
のしくみ

出所：参考
年金制度改正法案を国会に提出しました

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000014
7284_00017.html

★年金改革関連法案（2025.6.12）
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